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許可工作物(※)点検を実施!!
(※)河川法の許可を受けて設置されるもので､揚水機や樋管などがあげられます。

今日の点検は､５月２１日(水)２３日(金)の二日間かけて、かんがい揚水や下水排水施設など
１９箇所を管理者(県･米沢市・土地改良区)と共に行いました。
操作台や護岸の劣化状況､取水口・揚水路等の安全管理状況などの確認を行いましたが､管理
状況は良好でした。

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/nanyou/HPアドレス：

南陽出張所 検索詳しいことは

もうすぐ梅雨の季節到来ですね｡ムシムシジメジメ・・・

気が滅入る時もありますが、天気のいい日は外に出て遊ぶ

のもいいですねぇ～♪

ただし、川は雨が降ってなくても水が増水する事があり

ます。川で遊ぶときは天気予報や川の様子(変化)に気を

つけながら、楽しく遊んで下さいね(^_^)v

ゲート操作に
異常なし!!

平成２５年度に「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が施行され､新たに河川管理
施設及び許可工作物を良好な状態に保つよう維持･修繕すべきことが明確化されました。

河川法第26条第1項の許可を受けて工作物を設置した者は､施設維持管理技術ガイドライン

等を遵守し､工作物によっては一年に1回以上の点検が義務づけられました。

管理状況は良好でした。

立入禁止柵を
もう少し幅広く｡

～点検時の様子～


